
※　保護者（同居している祖父母等を含む）が以下の事由に該当し、家庭で保育ができない場合、

　　保育を理由として入所することができます。

●認定期間の注意事項について

１ 施設について

　　保育所とは…保護者の就労等のため、家庭で児童を保育できないと認められる場合に
　　　　　　　　　　 保護者に代わって保育する施設

　　認定こども園とは…幼児教育を行う「幼稚園」と保育を必要とする児童に保育を行う
　　　　　　　　　　　　　　「保育所」の２つの機能を併せ持っている施設

２ 認定について

保育施設に入所するには、「支給認定」が必要になります。
認定には３種類あり、認定区分によって利用できる施設、利用時間が異なります。
穴水町に居住する児童が認定を申請する場合、申請先は穴水町になります。

NO. 保育を必要とする事由 保護者の状況

2 妊娠・出産 出産前後のため保育を必要とする

3 疾病・障害 病気・負傷・心身の障害等のため保育を必要とする

5 災害復旧 火災・風水害・地震等により、復旧に当たっている

6 求職活動 求職活動（起業準備を含む）を行っている

7 就学 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）している

・妊娠・出産の場合…保育の認定期間は出産予定月とその前後２か月になります。

・求職活動の場合…保育の認定期間は９０日、保育時間は短時間になります。

・育児休業を取得しながら、継続して保育施設の利用を希望する場合

　…保育時間は短時間になります。（申立書の提出が必要です。）

認定を受けた事由が消滅した場合、変更になった場合は、すぐに届け出てください。
穴水町子育て健康課　TEL ０７６８－５２－３２１０

保育所（園）・認定こども園の利用について

認定区分 １号認定 ２号認定 ３号認定

対象年齢 満３歳以上 満３歳以上 満３歳未満

希望理由 教育を希望する児童 保護者の就労等のため、保育を必要とする児童※

利用可能　　　　　　　　　
施　　　設

幼稚園、認定こども園　　　　　
（幼稚園機能部分）

保育所（園）、認定こども園（保育所機能部分）

４時間程度で幼稚園
が定める利用時間

保育標準時間
８時間以上で各保育所（園）の定める保育
時間

利用時間
保育短時間

８時間を最大とする各保育所（園）の定める　　　　　
保育時間

1 就労
月４８時間以上の就労をしている
（パートタイム、夜間、居宅内労働などを含む）

4 介護等
家庭に長期にわたる病人や心身に障害がある人、
慢性的に看護が必要な児童の兄弟姉妹がいる

8 その他
上記以外の場合、事前に子育て健康課にご相談ください
　例　虐待やDVから子どもを保護する必要がある
　　　 育児休業を取得する



●各「認定区分」の利用時間

●「認定区分」のチェック表

１号認定
４時間程度の

「教育標準時間」

２号認定
３号認定

「標準時間」
「短時間」

どちらかが
利用可能

※２　保育を必要とする事由
　　　勤務以外にも前ページの『保育を
　　　必要とする事由』に当てはまるも
　　　のがあります。

保育はできるけど、教育をしたい！

こんな場合は「１号認定」の申請を！

父
：
常
勤

母
：
専
業
主
婦

満
３
歳

＜認定申請＞

《１号認定》

　幼児教育施設

が利用可能。

フルタイムで働いているので保育できない！

こんな場合は「２号、３号認定」の申請を！　［標準時間］

父
：
常
勤

母
：
常
勤

満
３
歳

未
満

＜認定申請＞

《２号認定》

　保育施設

が利用可能。

＜認定申請＞

《３号認定》

　保育施設

が利用可能。

【　保育標準時間　】

パートで働いている間だけ保育できない！

こんな場合は「２号、３号認定」の申請を！　［短時間］

父
：
常
勤

母
：
パ
ー
ト
等

満
３
歳

未
満

＜認定申請＞

《２号認定》

　保育施設

が利用可能。

＜認定申請＞

《３号認定》

　保育施設

が利用可能。

【　保育短時間　】

Q１．児童の年齢は？

　１．　０～満３歳未満

　２．　満３歳以上

Q３．保護者の勤務形態は？

　１．　フルタイム就労等長時間就労等　　　　　　　　　　　

　　　（月平均１２０時間以上就労）

　２．　求職活動　等

　　　　パート等短時間就労　　　　　　　　　　　　

Q２．希望するのは？

　１．　幼児教育

　２．　保育

２

１

２

１

１

２

（保育を必要とする事由）※２

「保育標準時間」

　　　８時間以上で各保育所（園）の定める時間

「保育短時間」　８時間以内

一時預かり可 一時預かり可

延長可 延長可

「教育標準時間」

　４時間程度


